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鬼北町低入札価格調査制度実施要綱の一部改正について 

令和３年１０月１日から施行することとなりました。 

鬼北町低入札価格調査制度実施要綱(平成24年鬼北町告示第9号)新旧対照表 

現行 改正後 

（落札者の決定等） 

第５条 入札の結果、予定価格の制限の範囲内で、かつ、調査基準価

格以上の入札が行われた場合には最低の価格をもって入札した者

を落札者とし、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には入札

執行者は、入札者に対し、落札者の決定を保留し、後日結果を通知

する旨を告げて入札を終了する。 

 

 

 

（失格判断基準の適用） 

（落札者の決定等） 

第５条 入札の結果、予定価格の制限の範囲内で、かつ、調査基準価

格以上の入札が行われた場合には、最低の価格をもって入札した者

を落札者とする。 

２ 調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札執行者は、

入札者に対し、落札者の決定を保留し、後日結果を通知する旨を告

げて入札を終了する。 

 

 

（失格判断基準の適用） 

第７条 第５条   の規定にかかわらず、最低価格入札者が入札時

に提出した工事費内訳書記載の各費目の金額が、別表第２に掲げる

失格判断基準のいずれか一つに該当する場合は、資料の提出を求め

ることなく、当該入札を失格とする。ただし、この基準により難い

ときは、この限りでない。 

 

 

第７条 第５条第２項の規定にかかわらず、最低価格入札者が入札時

に提出した工事費内訳書記載の各費目の金額が、別表第２に掲げる

失格判断基準のいずれか一つに該当する場合は、資料の提出を求め

ることなく、当該入札を失格とする。ただし、この基準により難い

ときは、この限りでない。 

 


